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農
林
水
産
省

○

令
第
一
号

経
済
産
業
省

商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
百
十
四
条
第
九
号
及
び
第
十
号
、
第
二
百
二
十
一
条
第

一
項
並
び
に
第
二
百
四
十
条
の
十
六
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

農
林
水
産
大
臣

西
川

公
也

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

農
林
水
産
省

商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

経
済
産
業
省

第
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
一
条
の
六
第
五
号
」
の
下
に
「
及
び
第
百
二
条
の
二
第
一
号
ハ
」
を
加
え
る
。

第
百
二
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
不
招
請
勧
誘
の
禁
止
の
例
外
）

第
百
二
条
の
二

法
第
二
百
十
四
条
第
九
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

参考資料１

co786229
長方形



- 2 -

一

商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
既
に
当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
と
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
（
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
を
最
初
に
締
結

し
た
日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
勧
誘
の
日
前
一
年
間
に
二
以
上
の
当
該
契
約
に
係
る
取
引
を

行
っ
た
場
合
又
は
勧
誘
の
日
に
未
決
済
の
当
該
契
約
に
係
る
取
引
の
残
高
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
訪
問
し
、
又
は
電
話
を
か
け
て
、
令
第
三
十
条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約
（
ハ
又

は
ニ
に
掲
げ
る
契
約
に
係
る
顧
客
に
対
し
て
は
、
当
該
顧
客
を
相
手
方
と
し
、
又
は
当
該
顧
客
の
た
め
に
法
第
二
条
第
二

十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
を
勧
誘
す

る
行
為

イ

令
第
三
十
条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約

ロ

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約

ハ

顧
客
の
た
め
に
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
買
（
同
法
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
が
顧
客
に
信
用
を
供
与
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行

う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
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ニ

顧
客
の
た
め
に
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
委
託
の
媒

介
、
取
次
ぎ
（
同
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
若
し
く
は
代
理
を
行
う
こ
と
を

内
容
と
す
る
契
約

二

商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
他
社
契
約
者
で
あ
る
顧
客
（
既
に
商
品
先
物
取
引
業
者
又
は
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条

に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
（
前
号
ハ

又
は
ニ
に
掲
げ
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
を
最
初
に
締
結
し
た
日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し
た

場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
勧
誘
の
日
前
一
年
間
に
二
以
上
の
当
該
契
約
に
係
る
取
引
を
行
っ
た
場
合
又
は
勧
誘
の
日
に
未

決
済
の
当
該
契
約
に
係
る
取
引
の
残
高
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
以
外
の

顧
客
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
訪
問
し
、
又
は
電
話
を
か
け
て
、
令
第
三
十
条
に
規
定
す
る
商
品
取

引
契
約
の
締
結
を
勧
誘
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
を
条
件
と
し
て
行
う
も
の

イ

当
該
勧
誘
に
先
立
っ
て
、
当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
そ
の
勧
誘
を
受
け
る
意
思
の
有
無
を
確
認
す
る
際
、
当
該
顧

客
に
対
し
、
他
社
契
約
者
で
な
け
れ
ば
当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
で
き
な
い
旨
を
説
明
し
、
か
つ
、
当
該
説
明
を
受

け
た
こ
と
を
当
該
顧
客
が
証
す
る
書
面
を
当
該
説
明
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
す
る
こ
と
。
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ロ

当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
当
該
顧
客
が
他
社
契
約
者
で
あ
る

こ
と
を
自
ら
申
告
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
申
告
書
面
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
確
認
し
、
か
つ
、
当
該
申

告
書
面
を
当
該
確
認
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

ハ

当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
イ
若
し
く
は
ロ
の
規
定
に
反
し
、
又
は
申
告
書
面
の
記
載
が
事
実
と
異
な
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
て
取
引
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
当
該
取
引

を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
し
た
も
の
と
み
な
す
旨
を
当
該
商
品
取
引
契
約
の
内
容
と
す
る
こ
と
。

三

商
品
先
物
取
引
業
者
が
顧
客
（
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
及
び
他
社
契
約
者
で
あ
る
顧
客
を
除
く
。
）
に
対
し
、

訪
問
し
、
又
は
電
話
を
か
け
て
、
令
第
三
十
条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約
（
当
該
顧
客
を
相
手
方
と
し
、
又
は
当
該
顧

客
の
た
め
に
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
除
く

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
を
勧
誘
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
を
条
件
と
し
て
行

う
も
の

イ

当
該
勧
誘
に
先
立
っ
て
、
当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
そ
の
勧
誘
を
受
け
る
意
思
の
有
無
を
確
認
す
る
際
、
当
該
顧

客
に
対
し
、
当
該
顧
客
が
次
に
掲
げ
る
全
て
の
条
件
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
で
き
な
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い
旨
を
説
明
し
、
か
つ
、
当
該
説
明
を
受
け
た
こ
と
を
当
該
顧
客
が
証
す
る
書
面
を
当
該
説
明
の
日
か
ら
十
年
間
保
存

す
る
こ
と
。

六
十
五
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

(1)

主
と
し
て
年
金
等
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
者
で
な
い
こ
と
。

(2)

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

(3)

年
収
が
八
百
万
円
以
上
又
は
金
融
資
産
（
現
金
、
預
貯
金
及
び
第
九
十
条
の
十
一
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
資
産

(i)
（
同
号
ロ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
合
計
額
（
ロ

及
び
ハ

に
お
い
て
「
保
有
金
融
資
産

(4)

(2)

(2)

額
」
と
い
う
。
）
が
二
千
万
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
法
第
二
百
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
理
解
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
者
（
ロ

に
お
い
て
「
資
格
保
有
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

(ii)

(3)

弁
護
士

(ｲ)

司
法
書
士

(ﾛ)

公
認
会
計
士

(ﾊ)



- 6 -

税
理
士

(ﾆ)

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
技
能
検
定

(ﾎ)
試
験
（
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
職
種
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
者

金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
外
務
員
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
認
可
金
融
商
品

(ﾍ)
取
引
業
協
会
で
あ
る
日
本
証
券
業
協
会
に
登
録
さ
れ
た
一
種
外
務
員
及
び
特
別
会
員
一
種
外
務
員
並
び
に
一
般

社
団
法
人
金
融
先
物
取
引
業
協
会
に
登
録
さ
れ
た
外
務
員
に
限
る
。
）

公
益
社
団
法
人
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
が
認
定
す
る
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト

(ﾄ)

ロ

当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
当
該
顧
客
が
イ

か
ら

ま
で
に

(1)

(3)

掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
、
次
に
定
め
る
書
面
に
よ
り
確
認
し
、
か
つ
、
当
該
書
面
を
当
該
確
認
の
日
か
ら
十

年
間
保
存
す
る
こ
と
。

に
掲
げ
る
条
件
に
つ
い
て
は
、
身
分
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
顧
客
の
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
書
面

(1)

イ
(1)

イ

に
掲
げ
る
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
顧
客
が
年
収
及
び
保
有
金
融
資
産
額
の
内
訳
を
申
告
し
た
書
面
（

に

(2)

(2)

(3)
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お
い
て
「
年
収
・
金
融
資
産
申
告
書
」
と
い
う
。
）

イ

に
掲
げ
る
条
件
に
つ
い
て
は
、
年
収
・
金
融
資
産
申
告
書
及
び
書
面
若
し
く
は
電
子
情
報
処
理
組
織
（
商
品

(3)

(3)

先
物
取
引
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
と

を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
に
限
る
。
第
百
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
わ

れ
た
試
験
に
よ
り
適
切
な
理
解
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
面
（
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
た
情
報
を
含
む
。
）
又
は
資
格
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
顧
客
が
資
格
保
有
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ハ

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
を
当
該
商
品
取
引
契
約
の
内
容
と
す
る
こ
と
。

当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
は
、
当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
当
該
商
品
先
物
取
引

(1)
業
者
が
当
該
商
品
取
引
契
約
に
係
る
取
引
に
つ
き
、
商
品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
行
う
こ
と
及
び
第
百
一
条
各

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
当
該
顧
客
の
指
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
は
、
当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
た
日
か
ら
取
引
の
開
始
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
顧

(2)
客
の
年
収
と
保
有
金
融
資
産
額
と
の
合
計
額
の
三
分
の
一
の
額
を
上
限
と
し
た
額
（
以
下
「
投
資
上
限
額
」
と
い
う

。
）
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
商
品
取
引
契
約
締
結
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
あ
っ
て
は
、
投
資
上
限
額
を
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超
え
て
取
引
証
拠
金
等
を
受
領
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
つ
、
取
引
証
拠
金
等
の
額
が
投
資
上
限
額
に
達
し
た
場
合

に
は
、
決
済
を
結
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
当
該
取
引
を

(3)
自
己
の
計
算
に
お
い
て
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
。

イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ

若
し
く
は

の
規
定
に
反
し
、
又
は
ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
面
の
記
載
が
事
実

(i)

(1)

(2)

(1)

(3)

と
異
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
取
引
を
行
っ
た
と
き
。

ハ

の
規
定
に
反
し
、
当
該
顧
客
の
指
示
を
受
け
取
引
を
行
っ
た
と
き
。

(ii)

(1)
ハ

の
規
定
に
反
し
、
投
資
上
限
額
を
超
え
て
取
引
証
拠
金
等
を
受
領
し
、
又
は
決
済
を
結
了
せ
ず
に
取
引
を

(iii)

(2)

行
っ
た
と
き
。

第
百
三
条
第
一
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
七

前
条
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
商

品
取
引
契
約
の
内
容
と
さ
れ
た
同
条
第
二
号
ハ
又
は
第
三
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
反
し
て
取
引
を
行
う
こ

(1)

(3)

と
。
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二
十
八

当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
の
役
員
又
は
使
用
人
に
よ
る
職
務
の
執
行
が
法
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

体
制
を
整
備
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を

行
う
こ
と
。

第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
（
商
品
先
物
取
引
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
る
。

第
百
二
十
六
条
の
十
九
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

当
該
商
品
先
物
取
引
仲
介
業
者
の
役
員
又
は
使
用
人
に
よ
る
職
務
の
執
行
が
法
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

体
制
を
整
備
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
二
条
の
二
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当

す
る
行
為
を
行
う
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
検
討
）

第
二
条

主
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
一
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
、
商
品
先
物
取
引
業
者
又
は
商
品
先
物
取
引
仲
介
業
者
に
よ
る
勧
誘
の
実
態
が
著
し

く
委
託
者
の
保
護
に
欠
け
る
状
況
に
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
速
や
か
に
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。



商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
高
度
の
能
力
を
有
す
る
者
等
）

（
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
高
度
の
能
力
を
有
す
る
者
等
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
（
同

四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
（
同

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
に

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
に

限
る
。
第
一
条
の
六
第
五
号
及
び
第
百
二
条
の
二
第
一
号
ハ
を
除
き
、
以
下

限
る
。
第
一
条
の
六
第
五
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

同
じ
。
）

五
～
九

（
略
）

五
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
不
招
請
勧
誘
の
禁
止
の
例
外
）

（
不
招
請
勧
誘
の
禁
止
の
例
外
）

第
百
二
条
の
二

法
第
二
百
十
四
条
第
九
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次

第
百
二
条
の
二

法
第
二
百
十
四
条
第
九
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
商

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

品
先
物
取
引
業
者
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
既
に
当
該
商
品
先
物
取

一

商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
既
に
当
該
商

引
業
者
と
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
（
第
三

品
先
物
取
引
業
者
と
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
（

号
に
掲
げ
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
が
当
該
商
品
先



ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
を

物
取
引
業
者
と
の
間
で
最
初
に
同
号
に
掲
げ
る
契
約
を
締
結
し
た
日
か
ら
九
十

最
初
に
締
結
し
た
日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
勧

日
を
経
過
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
勧
誘
の
日
前
一
年
間
に
二
以
上
の
同

誘
の
日
前
一
年
間
に
二
以
上
の
当
該
契
約
に
係
る
取
引
を
行
っ
た
場
合
又
は

号
に
規
定
す
る
取
引
を
行
っ
た
場
合
又
は
勧
誘
の
日
に
未
決
済
の
同
号
に
規
定

勧
誘
の
日
に
未
決
済
の
当
該
契
約
に
係
る
取
引
の
残
高
を
有
す
る
場
合
に
限

す
る
取
引
の
残
高
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
に
対
し
、
訪
問
し

る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
訪
問
し
、
又

、
又
は
電
話
を
か
け
て
、
令
第
三
十
条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約
（
第
三
号

は
電
話
を
か
け
て
、
令
第
三
十
条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約
（
ハ
又
は
ニ

に
掲
げ
る
契
約
に
係
る
顧
客
に
対
し
て
は
、
当
該
顧
客
を
相
手
方
と
し
、
又
は

に
掲
げ
る
契
約
に
係
る
顧
客
に
対
し
て
は
、
当
該
顧
客
を
相
手
方
と
し
、
又

当
該
顧
客
の
た
め
に
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ

は
当
該
顧
客
の
た
め
に
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行

と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
除
く
。
）
の
締
結
を
勧
誘
す
る
行
為
と
す
る
。

う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
を

一

令
第
三
十
条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約

勧
誘
す
る
行
為

二

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品

イ

令
第
三
十
条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約

取
引
契
約

ロ

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商

三

顧
客
の
た
め
に
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
市
場

品
取
引
契
約

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
委
託
の
媒
介
、
取
次
ぎ
（
同
条
第
二
十
七
項

ハ

顧
客
の
た
め
に
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
若
し
く
は
代
理
を
行
う

有
価
証
券
の
売
買
（
同
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業

こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約

者
が
顧
客
に
信
用
を
供
与
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
媒
介
、
取
次
ぎ

又
は
代
理
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約

ニ

顧
客
の
た
め
に
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
市

場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
委
託
の
媒
介
、
取
次
ぎ
（
同
条
第
二
十

七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
若
し
く
は
代
理

を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約



二

商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
他
社
契
約
者
で
あ
る
顧
客
（
既
に
商
品
先
物
取

引
業
者
又
は
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業

者
等
と
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る

者
（
前
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当

該
契
約
を
最
初
に
締
結
し
た
日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、

か
つ
、
勧
誘
の
日
前
一
年
間
に
二
以
上
の
当
該
契
約
に
係
る
取
引
を
行
っ
た

場
合
又
は
勧
誘
の
日
に
未
決
済
の
当
該
契
約
に
係
る
取
引
の
残
高
を
有
す
る

場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
以
外
の
顧
客

を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
訪
問
し
、
又
は
電
話
を
か
け

て
、
令
第
三
十
条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約
の
締
結
を
勧
誘
す
る
行
為
で

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
を
条
件
と
し
て
行
う
も
の

イ

当
該
勧
誘
に
先
立
っ
て
、
当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
そ
の
勧
誘
を
受

け
る
意
思
の
有
無
を
確
認
す
る
際
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
他
社
契
約
者
で

な
け
れ
ば
当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
で
き
な
い
旨
を
説
明
し
、
か
つ
、

当
該
説
明
を
受
け
た
こ
と
を
当
該
顧
客
が
証
す
る
書
面
を
当
該
説
明
の
日

か
ら
十
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
商
品
先
物
取
引

業
者
が
、
当
該
顧
客
が
他
社
契
約
者
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
申
告
し
た
書
面

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
申
告
書
面
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
確
認
し
、

か
つ
、
当
該
申
告
書
面
を
当
該
確
認
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

ハ

当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
イ
若
し
く
は
ロ
の
規
定
に
反
し
、
又
は



申
告
書
面
の
記
載
が
事
実
と
異
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
当
該
商
品
取
引

契
約
を
締
結
し
て
取
引
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
商
品
先
物
取
引
業
者

が
、
当
該
取
引
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
し
た
も
の
と
み
な
す
旨
を
当
該

商
品
取
引
契
約
の
内
容
と
す
る
こ
と
。

三

商
品
先
物
取
引
業
者
が
顧
客
（
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
及
び
他
社

契
約
者
で
あ
る
顧
客
を
除
く
。
）
に
対
し
、
訪
問
し
、
又
は
電
話
を
か
け
て

、
令
第
三
十
条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約
（
当
該
顧
客
を
相
手
方
と
し
、

又
は
当
該
顧
客
の
た
め
に
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
を
勧
誘
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
全
て

の
事
項
を
条
件
と
し
て
行
う
も
の

イ

当
該
勧
誘
に
先
立
っ
て
、
当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
そ
の
勧
誘
を
受

け
る
意
思
の
有
無
を
確
認
す
る
際
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
当
該
顧
客
が
次

に
掲
げ
る
全
て
の
条
件
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
当
該
商
品
取
引
契
約

を
締
結
で
き
な
い
旨
を
説
明
し
、
か
つ
、
当
該
説
明
を
受
け
た
こ
と
を
当

該
顧
客
が
証
す
る
書
面
を
当
該
説
明
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

六
十
五
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

(1)

主
と
し
て
年
金
等
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者
と
し
て
主
務
大

(2)
臣
が
定
め
る
者
で
な
い
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

(3)

年
収
が
八
百
万
円
以
上
又
は
金
融
資
産
（
現
金
、
預
貯
金
及
び
第

(i)



九
十
条
の
十
一
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
資
産
（
同
号
ロ

に
掲
げ
る

(4)

も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
合
計
額
（
ロ

及
び
ハ

に
お
い

(2)

(2)

て
「
保
有
金
融
資
産
額
」
と
い
う
。
）
が
二
千
万
円
以
上
で
あ
り
、

か
つ
、
法
第
二
百
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
理
解
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
者

で
あ
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
者
（
ロ

に
お
い
て
「
資
格
保
有
者
」

(ii)

(3)

と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

弁
護
士

(ｲ)

司
法
書
士

(ﾛ)

公
認
会
計
士

(ﾊ)

税
理
士

(ﾆ)

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

(ﾎ)
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
技
能
検
定
試
験
（
同
法
第
四
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
職
種
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ

ラ
ン
ニ
ン
グ
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
者

金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
外
務
員
（
同
法
第

(ﾍ)
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
で
あ
る

日
本
証
券
業
協
会
に
登
録
さ
れ
た
一
種
外
務
員
及
び
特
別
会
員
一

種
外
務
員
並
び
に
一
般
社
団
法
人
金
融
先
物
取
引
業
協
会
に
登
録

さ
れ
た
外
務
員
に
限
る
。
）



公
益
社
団
法
人
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
が
認
定
す
る
証
券
ア
ナ

(ﾄ)
リ
ス
ト

ロ

当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
商
品
先
物
取
引

業
者
が
、
当
該
顧
客
が
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
こ

(1)

(3)

と
を
、
次
に
定
め
る
書
面
に
よ
り
確
認
し
、
か
つ
、
当
該
書
面
を
当
該
確

認
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

イ

に
掲
げ
る
条
件
に
つ
い
て
は
、
身
分
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
顧

(1)

(1)

客
の
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
書
面

イ

に
掲
げ
る
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
顧
客
が
年
収
及
び
保
有
金

(2)

(2)

融
資
産
額
の
内
訳
を
申
告
し
た
書
面
（

に
お
い
て
「
年
収
・
金
融
資

(3)

産
申
告
書
」
と
い
う
。
）

イ

に
掲
げ
る
条
件
に
つ
い
て
は
、
年
収
・
金
融
資
産
申
告
書
及
び

(3)

(3)

書
面
若
し
く
は
電
子
情
報
処
理
組
織
（
商
品
先
物
取
引
業
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装

置
を
含
む
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織

に
限
る
。
第
百
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
試

験
に
よ
り
適
切
な
理
解
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
面
（
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
含
む
。
）
又

は
資
格
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
顧
客
が
資
格
保
有
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
面

ハ

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
を
当
該
商
品
取
引
契
約
の
内
容
と
す
る
こ
と



。

当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
は
、
当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
た
日

(1)
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
当
該
商
品
取
引
契

約
に
係
る
取
引
に
つ
き
、
商
品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
行
う
こ
と

及
び
第
百
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
当
該
顧
客
の
指
示
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
は
、
当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
た
日

(2)
か
ら
取
引
の
開
始
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
顧
客
の
年
収
と
保
有
金
融
資

産
額
と
の
合
計
額
の
三
分
の
一
の
額
を
上
限
と
し
た
額
（
以
下
「
投
資

上
限
額
」
と
い
う
。
）
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
商
品
取
引

契
約
締
結
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
あ
っ
て
は
、
投
資
上
限
額
を
超
え
て

取
引
証
拠
金
等
を
受
領
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
つ
、
取
引
証
拠
金
等

の
額
が
投
資
上
限
額
に
達
し
た
場
合
に
は
、
決
済
を
結
了
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は

(3)
、
当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
が
当
該
取
引
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
し

た
も
の
と
み
な
す
こ
と
。

イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ

若
し
く
は

の
規
定
に
反
し
、
又
は
ロ

(i)

(1)

(2)

(1)

か
ら

ま
で
掲
げ
る
書
面
の
記
載
が
事
実
と
異
な
る
こ
と
を
知
り
な

(3)

が
ら
、
当
該
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
取
引
を
行
っ
た
と
き
。

ハ

の
規
定
に
反
し
、
当
該
顧
客
の
指
示
を
受
け
取
引
を
行
っ
た

(ii)

(1)



と
き
。

ハ

の
規
定
に
反
し
、
投
資
上
限
額
を
超
え
て
取
引
証
拠
金
等
を

(iii)

(2)

受
領
し
、
又
は
決
済
を
結
了
せ
ず
に
取
引
を
行
っ
た
と
き
。

（
禁
止
行
為
）

（
禁
止
行
為
）

第
百
三
条

法
第
二
百
十
四
条
第
十
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各

第
百
三
条

法
第
二
百
十
四
条
第
十
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二
十
六

（
略
）

一
～
二
十
六

（
略
）

二
十
七

前
条
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
商
品
取
引

（
新
設
）

契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
商
品
取
引
契
約
の
内
容
と
さ
れ
た

同
条
第
二
号
ハ
又
は
第
三
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
反
し
て
取

(1)

(3)

引
を
行
う
こ
と
。

二
十
八

当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
の
役
員
又
は
使
用
人
に
よ
る
職
務
の
執
行

（
新
設
）

が
法
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
し
て
い
な
い
と
認

め
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
。

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11

（
商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
積
立
て
）

（
商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
積
立
て
）

第
百
十
一
条

（
略
）

第
百
十
一
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）



イ

各
事
業
年
度
に
お
け
る
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
取
引
（

イ

各
事
業
年
度
に
お
け
る
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
取
引
（

自
己
の
計
算
に
よ
る
取
引
及
び
ホ
に
掲
げ
る
取
引
を
除
く
。
）
の
取
引
金

自
己
の
計
算
に
よ
る
取
引
及
び
ホ
に
掲
げ
る
取
引
を
除
く
。
）
の
取
引
金

額
に
事
故
率
（
当
該
事
業
年
度
開
始
日
前
三
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業

額
に
事
故
率
（
当
該
事
業
年
度
開
始
日
前
三
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業

年
度
に
お
け
る
事
故
（
次
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
事
故
を
い
う
。
）

年
度
に
お
け
る
事
故
（
次
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
事
故
を
い
う
。
）

に
よ
る
支
払
額
（
商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
特
定
委
託
者
及
び
特
定
当
業

に
よ
る
支
払
額
（
商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
特
定
委
託
者
及
び
特
定
当
業

者
か
ら
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
（
商
品
清
算
取
引
を
除
く
。
以
下
こ

者
か
ら
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
（
商
品
清
算
取
引
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
委
託
を
受
け
る
場
合
並
び
に
電
子
情
報
処
理

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
委
託
を
受
け
る
場
合
並
び
に
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
勧
誘
を
伴
わ
ず
に
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託

組
織
（
商
品
先
物
取
引
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
の
使

を
受
け
る
場
合
の
取
引
に
係
る
支
払
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
の
、
法
第

用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線

二
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
に
規
定
す
る
取
引
の
取
引
金
額
と
同
項

で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

第
四
号
に
規
定
す
る
取
引
の
対
価
の
額
の
合
計
額
（
自
己
の
計
算
に
よ
る

。
）
を
使
用
し
て
勧
誘
を
伴
わ
ず
に
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託

取
引
並
び
に
商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
特
定
委
託
者
及
び
特
定
当
業
者
か

を
受
け
る
場
合
の
取
引
に
係
る
支
払
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
の
、
法
第

ら
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
場
合
並
び
に
電
子
情
報

二
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
に
規
定
す
る
取
引
の
取
引
金
額
と
同
項

処
理
組
織
を
使
用
し
て
勧
誘
を
伴
わ
ず
に
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の

第
四
号
に
規
定
す
る
取
引
の
対
価
の
額
の
合
計
額
（
自
己
の
計
算
に
よ
る

委
託
を
受
け
る
場
合
の
取
引
金
額
及
び
取
引
の
対
価
の
額
を
除
く
。
）
に

取
引
並
び
に
商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
特
定
委
託
者
及
び
特
定
当
業
者
か

占
め
る
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
た
金
額

ら
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
場
合
並
び
に
電
子
情
報

と
取
引
金
額
の
百
万
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
と
の
い
ず
れ
か
大
き
い
金

処
理
組
織
を
使
用
し
て
勧
誘
を
伴
わ
ず
に
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の

額
（
既
に
積
み
立
て
ら
れ
た
商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
金
額
（
法
第
二
百

委
託
を
受
け
る
場
合
の
取
引
金
額
及
び
取
引
の
対
価
の
額
を
除
く
。
）
に

二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
さ
れ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

占
め
る
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
た
金
額

当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
千
万
円
に
満

と
取
引
金
額
の
百
万
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
と
の
い
ず
れ
か
大
き
い
金

た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
い
ず
れ
か
大
き
い
金
額
に
、
千
万
円
か
ら
当
該

額
（
既
に
積
み
立
て
ら
れ
た
商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
金
額
（
法
第
二
百



商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
金
額
及
び
ロ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
を
控

二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
さ
れ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

除
し
た
金
額
を
事
故
率
に
二
を
乗
じ
て
得
た
率
と
百
万
分
の
二
と
の
い
ず

当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
千
万
円
に
満

れ
か
大
き
い
率
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額
（
当
該
計
算
し
た
金
額
が
当
該

た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
い
ず
れ
か
大
き
い
金
額
に
、
千
万
円
か
ら
当
該

事
業
年
度
の
取
引
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
年
度
の
当
該
取

商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
金
額
及
び
ロ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
を
控

引
金
額
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
事
故
率
を
乗
じ
た
金
額
と

除
し
た
金
額
を
事
故
率
に
二
を
乗
じ
て
得
た
率
と
百
万
分
の
二
と
の
い
ず

当
該
除
し
て
計
算
し
た
金
額
の
百
万
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
と
の
い
ず

れ
か
大
き
い
率
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額
（
当
該
計
算
し
た
金
額
が
当
該

れ
か
大
き
い
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）

事
業
年
度
の
取
引
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
年
度
の
当
該
取

引
金
額
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
事
故
率
を
乗
じ
た
金
額
と

当
該
除
し
て
計
算
し
た
金
額
の
百
万
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
と
の
い
ず

れ
か
大
き
い
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）

ロ
～
チ

（
略
）

ロ
～
チ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
禁
止
行
為
）

（
禁
止
行
為
）

第
百
二
十
六
条
の
十
九

法
第
二
百
四
十
条
の
十
六
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め

第
百
二
十
六
条
の
十
九

法
第
二
百
四
十
条
の
十
六
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

当
該
商
品
先
物
取
引
仲
介
業
者
の
役
員
又
は
使
用
人
に
よ
る
職
務
の
執
行

（
新
設
）

が
法
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
し
て
い
な
い
と
認

め
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
二
条
の
二
第
二
号
又
は
第



三
号
に
該
当
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

第
二
条

主
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
一
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
、
商
品
先
物
取
引
業
者
又
は
商
品
先
物
取
引
仲
介
業
者
に
よ
る
勧
誘
の
実
態
が
著
し
く
委
託
者
の
保
護
に
欠
け
る
状
況
に
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
速
や
か
に
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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農
林
水
産
省

○

告
示
第
一
号

経
済
産
業
省

農
林
水
産
省

商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年

令
第
三
号
）
第
百
二
条
の
二
第
三
号
イ

の
規
定
に
基
づ
き
、
主

(2)

経
済
産
業
省

と
し
て
年
金
等
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
六
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

農
林
水
産
大
臣

西
川

公
也

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
二
条
の
二
第
三
号
イ

の
主
と
し
て
年
金
等
に
よ
り
生
計

(2)

を
維
持
し
て
い
る
者
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が
、
そ
れ
以
外
の
収
入
の
年
額
を
超
え
る

者
と
す
る
。

一

年
金
（
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年

金
及
び
寡
婦
年
金
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
、
障
害
厚
生
年
金
及

び
遺
族
厚
生
年
金
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
、
障
害
共
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済
年
金
、
障
害
一
時
金
及
び
遺
族
共
済
年
金
並
び
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

に
よ
る
退
職
共
済
年
金
、
障
害
共
済
年
金
、
障
害
一
時
金
及
び
遺
族
共
済
年
金
を
い
う
。
）
の
年
額

二

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
恩
給
の
年
額

三

顧
客
が
六
十
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
勧
誘
が
行
わ
れ
た
日
以
前
五
年
間
に
受
領
し
た
退
職
金
の
額
の
二
十
分

の
一
の
額

四

顧
客
が
六
十
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
勧
誘
が
行
わ
れ
た
日
以
前
五
年
間
に
受
領
し
た
生
命
保
険
金
額
の
二
十

分
の
一
の
額

五

顧
客
が
六
十
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
勧
誘
が
行
わ
れ
た
日
以
前
五
年
間
に
遺
産
相
続
又
は
離
婚
に
よ
る
財
産

分
与
を
受
け
た
額
の
二
十
分
の
一
の
額

六

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
も
の
の
額
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